
認証契約日及び認証番号 2007 年 10 月 1 日  ML0507001 

被認証者の氏名又は名称及

び住所 

株式会社シード 

大阪府大阪市都島区内代町三丁目 5番 25 号 

認証に係る日本工業規格の

番号 

JIS S 6050 

鉱工業品の名称 プラスチック字消し 

認証に係る工場又は事業場

の名称及び所在地 

本社工場 

大阪府大阪市都島区内代町三丁目 5番 25 

表示事項及び付記事項 
 

表示事項 1) 認証マーク 

2) 認証マークの近傍に次の事項を表示する。 

①日本工業規格の番号 

②認証取得者(製造業者)の名称又 は略称 

③財団法人日本文化用品安全試験所の略

称 

表示事項の

表示方法 

1) 認証マークは単色とし、直径 3 ㎜以上の大き

さで表示する。 

2) 表示の単位及び付し方は、1 製品ごとに巻紙

への印刷とする。 

付記事項 ① 認証番号 

② 製造の時期又は略号 

③ 日本工業規格に定められている表示事

項 

a) 製 品 の 名 称 と し て ｢ PLASTIC 

ERASER｣ 

b)塩化ビニル樹脂製又は非塩化ビニル

樹脂製の別 

付記事項の

表示方法 

表示の単位及び付し方は、1 製品ごとの巻紙へ

の印刷とする。但し、製造の時期又は略号につ

いては、1 箱ごとの押印とする。 

認証に係る法の根拠条項 工業標準化法第 19 条第 1項 

 


